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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律 

の公布及び一部の規定の施行等について（通知） 

 

この度、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法

律（令和２年法律第 28 号。以下「改正法」という。）」が公布され、一部の規定が令和２

年６月 19 日に施行されたこと等を受け、別添１及び別添２のとおり、国土交通省より、

各地方運輸局経由により都道府県及び市町村バリアフリー担当部局宛ての通知が発出

されております。 

（印影印刷） 

殿 

（印影印刷） 



今般の改正法においては、新たに、文部科学省関連として、下記の通り、①高齢者、

障害者等の移動等の円滑化に資する「心のバリアフリー」教育の推進（令和２年６月 19

日施行）、及び②「特別特定建築物」の範囲を拡大するものとして、バリアフリー基準適

合義務の対象施設に公立小中学校を追加するための規定の整備（令和３年４月１日施行）

が盛り込まれました。①に係る概要は下記のとおりですので、御了知のほどお願いしま

す。また、改正法等の詳細については、別添の通知の添付資料を御確認ください。さら

に、②に係る詳細は、関係する政令が制定・公布された際に、改めて各学校設置者に通

知する予定ですが、改正法等の趣旨を踏まえ、学校施設のバリアフリー化を一層推進す

るようお願いします。 

このことについて、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校（専

修学校・各種学校を含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会等に対して、各

都道府県におかれては、所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、各国公

立大学・各公立短期大学におかれては、学内及び附属学校に対して、構造改革特別区域

法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては、所轄の学校に、厚生労働省に

おかれては、所管の専修学校に対して、御周知くださるようお願いします。 

なお、本件に関して御不明な点等がございましたら、担当までお問い合わせください。 

 

 

記 

 

１．高齢者、障害者等の移動等の円滑化に資する教育の推進（令和２年６月 19 日施行）

について 

 

〇 国土交通省が所管する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

（以下、「法」という。）は、高齢者、障害者等の移動や施設利用の利便性、安全性を

向上させるため、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するため

のものです。今般、2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会

を契機とした共生社会実現に向けた機運醸成を受け、ハード面のバリアフリー化とと

もに、「心のバリアフリー」に係る施策などソフト施策等を強化するための法改正が行

われました。 
 
〇 具体的には、本法律では、国が定める「基本方針」に定める指針を踏まえ、市町村

が具体的なバリアフリー化に資する事業等を盛り込む「基本構想」を策定することと

されています。これまで、法律では、公共施設、道路、建築物等に係る６つの「特定

事業」が、「基本構想」に盛り込むメニューとして規定されていましたが、今般の法改

正で、新たに「教育啓発特定事業」が創設され、国土交通大臣とともに当該事業を推

進する主務大臣として文部科学大臣が位置付けられました（「特定事業」については、

各々の事業の特性を踏まえ、必要となる事業について基本構想に記載するものとされ

ています）。 
 



〇 「教育啓発特定事業」は、市町村や施設設置管理者（公共交通事業者など）が実施

する事業で、移動等円滑化の促進に関する児童、生徒及び学生の理解を深めるために

学校と連携して行う教育活動、又は、移動等円滑化の促進に関する住民等に対する啓

発活動が該当します。この事業を実施しようとする市町村は、予め法に基づく「基本

構想」の中に「教育啓発特定事業」を位置づけ、事業計画を策定する必要があり、そ

の際には学校の教育活動との調和や、教職員への過大な業務負担の防止を図るため、

連携対象となる学校と、十分に事前に協議等を行うこととされています。 
 

 
 

２．バリアフリー基準適合義務の対象施設に公立小中学校を追加するための規定の整備

等について（令和３年４月１日施行） 

 

（１）想定される義務付け等について 

 

○ 今般の改正では、一定規模以上の新築等を行う場合にバリアフリー基準適合義務の

対象となる施設（特別特定建築物）に公立小中学校を追加するための規定が整備され

ました。このことにより、今後制定される政令において、公立小中学校が特別特定建

築物に新たに位置付けられる予定であり、施行日以降に新築等される公立小中学校に

ついては、改正後の法令への対応が必要となり、既存の当該建築物についてもバリア

フリー基準適合の努力義務が課されることが想定されています。 

 

※ 義務付け内容及び対象学校種の詳細については、政令により決定します。 

※ 特別特定建築物に位置付けられない学校についても、引き続き、新築等をしようとする

ときには、バリアフリー基準に適合させるよう努める必要があります。 

＜教育啓発特定事業での取組例＞ 

○イ号事業（法第２条第 29 号イ）  ※学校教育法第１条に基づく学校が対象 

移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連携して行う教育活動の実施に

関する事業 

（例）学校の場を活用した市町村等主催のバリアフリー教室（障害当事者によるセミナーや車椅子サポート体験、

高齢者疑似体験等）の開催 等 

  

○ロ号事業（法第２条第 29 号ロ）   ※イ号以外の事業を想定 

移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施に関するこれらの者

の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業（イに掲げる事業を除く。） 

（例）障害当事者を講師とした住民向けバリアフリー講演会やセミナーの開催 等 

 

※国土交通省「移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン追補版」において、移動等円滑化に関す

る「心のバリアフリー」に関する取組例が記載されています（参照：p23 等）。 



なお、これまでも条例により、公立小中学校も含め学校を義務付けの対象として拡大し

ている地方公共団体もありますが、今後も、義務付けの対象でない学校について地方公

共団体の条例により義務付けの対象に追加すること等が可能であることに留意してく

ださい。 

※ 改正法の附帯決議には、設置主体や規模に関わらず全ての学校施設のバリアフリー整備

を推進することや、既存の学校施設であっても、数値目標を示し、バリアフリー化を積

極的に進めることが盛り込まれました（別添３）。 

 

（２）バリアフリー化の推進について 

 

○ 学校施設の整備に当たっては、障害のある児童生徒等も支障なく学校生活を送るこ

とができるようにする必要があるとともに、地域住民の生涯学習の場や災害時の避難

所としての役割も果たすことから、従来から、指針等により、高齢者、障害者等の利

用にも配慮したバリアフリー化の計画的な整備をお願いしてきたところです。 

 

○ 文部科学省では、今後、公立小中学校の施設を中心に、バリアフリー化の実態を調

査し、それを踏まえ、目標設定について検討するとともに、学校施設のバリアフリー

化の重要性や整備における留意点等を取りまとめた「学校施設バリアフリー化推進指

針」（平成 16 年３月 文部科学省大臣官房文教施設企画部）の見直しに向けた検討等を

進めていくこととしています。 

また、引き続き国庫補助による財政支援を図るなど、学校設置者の取組が進むよう

支援することとしています（別添４）。 

 

  ※ 調査は、新型コロナウイルス感染症の状況も踏まえつつ、夏ごろに実施予定です。 

  ※ 学校施設バリアフリー化推進指針では、学校施設のバリアフリー化に関して、各学校設

置者は、適切な整備目標の設定や合理的な整備計画を策定するとともに、同計画に基づき

計画的な整備を行うことの重要性を指摘しています。 

 

○ 各学校設置者におかれては、改正法の趣旨や附帯決議等を踏まえ、障害のある児童

生徒や避難所の開設時における高齢者、障害者等の利用に支障が生じることのないよ

う、所管する学校施設のバリアフリー化の状況を把握し、バリアフリー化に関する整

備計画を策定するとともに、国の財政支援制度を積極的に活用するなどして、学校施

設のバリアフリー化の計画的な整備を一層推進するようお願いします。 

 

（添付資料） 

・別添１【①及び②関係】 

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する

法律及び移動等円滑化の促進に関する基本方針の全部を改正する告示の施

行について」（国総安政第 19 号 令和２年６月 19 日 国土交通省総合政策

局長通知） 



       ※添付資料：改正法新旧対照表（添付省略） 

基本方針改正に係る告示及び新旧対照表（添付省略） 

 

・別添２ 【①関係】 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する

法律の一部施行後の移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成等について

（国総安政第 20 号 令和２年６月 19 日 国土交通省総合政策局長通知） 

       ※添付資料：地域公共交通バリアフリー化調査事業交付要綱及び実施要

項（添付省略） 

             移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想に関するガ

イドライン追補版（添付省略） 

移動等円滑化促進方針及び基本構想の提出方法（添付省略） 

 

・別添３ 【②関係】 

     「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正す

る法律 附帯決議（抜粋）」 

 

・別添４ 【②関係】 

     「学校施設のバリアフリー化に係る国庫補助事業の概要」 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【本件担当】 
（教育活動に関する部分） 
 文部科学省総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 
障害者学習支援推進室 障害者学習支援第二係 

   電 話：03-6734-3613  E-mail：sst@mext.go.jp 
（学校施設のバリアフリー化に関する部分） 
 大臣官房文教施設企画・防災部 施設企画課 指導第一係 
   電 話：03-6734-2291  E-mail：sisetuki@mext.go.jp 
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国総安政第１９号 

令和２年６月１９日 

 

省内関係局長 殿 

各地方整備局長 殿 

各地方運輸局長 殿 

神戸運輸監理部長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

国土交通 省 

総合政策局長 

（公印省略） 

 

 

  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律

及び移動等円滑化の促進に関する基本方針の全部を改正する告示の施行について 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律

（令和２年法律第 28 号。以下「改正法」という。）が令和２年５月 20 日に公布さ

れたところですが、今般、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令和２年政令第 191 号）に

より、改正法の規定の一部が令和２年６月 19 日（他の規定は令和３年４月１日）

から施行されました。 

また、改正法の施行を踏まえ、移動等円滑化の促進に関する基本方針の全部を改

正する告示（令和２年国家公安委員会・総務省・文部科学省・国土交通省告示第１

号）が施行されました。改正法及び告示改正の概要及び施行日は、下記(1)及び(2)

のとおりです。 

なお、改正法のうち令和３年４月１日施行分に係る政省令及び告示の改正につい

ては、現在検討中であり、追ってご連絡いたします。 

本省関係局長におかれましては関係事業者等へ、各地方整備局長におかれまし

ては管内の関係事業者等へ、各地方運輸局長（内閣府沖縄総合事務局長を含む。

以下同じ。）におかれましては管内の地方公共団体及び関係事業者等へ周知いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

  

別添１ 
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【周知事項】 

(1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法

律（令和２年法律第 28 号）の概要 

  ※添付資料：改正バリアフリー法新旧対照表（別添①） 

(2)移動等円滑化の促進に関する基本方針の全部を改正する告示（令和２年国家

公安委員会・総務省・文部科学省・国土交通省告示第１号）の概要 

  ※添付資料：改正バリアフリー基本方針本文（別添②）及び改正バリアフリ

ー基本方針新旧対照表（別添③） 
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記 

 

(1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和

２年法律第 28 号）の概要 

※あわせて、別添①「改正バリアフリー法新旧対照表」をご参照ください。 

 

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和

２年法律第 28 号） 

【改正の概要】 

① 国民の理解の増進及び協力の確保を図るための制度の整備 

一 目的規定の拡充 

      この法律の目的を達成するための措置に、移動等円滑化に関する国民の理解の増

進及び協力の確保を図るための措置を追加するものとする。（第一条関係）  

  二 移動等円滑化の促進に関する基本方針及び移動等円滑化促進方針の記載事項の拡

充 

    １ 主務大臣が定める移動等円滑化の促進に関する基本方針の記載事項に、移動等

円滑化の促進に関する国民の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関する国民の

協力の確保に関する基本的な事項並びに移動等円滑化に関する情報提供に関する

基本的な事項を追加するものとする。（第三条第二項第五号及び第六号関係） 

    ２ 市町村が作成する移動等円滑化促進方針の記載事項に、移動等円滑化の促進に

関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれら

の者の協力の確保に関する基本的な事項を追加するものとする。（第二十四条の二

第二項第三号関係） 

三 教育啓発特定事業の創設 

    １ この法律において「教育啓発特定事業」とは、市町村又は施設設置管理者（以

下「市町村等」という。）が実施する次に掲げる事業をいうものとする。（第二条

第二十九号関係） 

     (1) 移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学

校と連携して行う教育活動の実施に関する事業 

    (2) 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等

円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動の実

施に関する事業（(1)に掲げる事業を除く。） 

２ 基本構想に教育啓発特定事業が位置付けられた場合には、関係する市町村等は、

単独で又は共同して、当該基本構想に即して教育啓発特定事業を実施するための

計画（以下「教育啓発特定事業計画」という。）を作成し、これに基づき、当該教

育啓発特定事業を実施するものとする。（第三十六条の二関係） 

３ 市町村等は、教育啓発特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関

係する市町村及び施設設置管理者等の意見を聴かなければならないものとし、教
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育啓発特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設

設置管理者等に送付しなければならないものとする。 

四 移動等円滑化の促進に関する基本方針、移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化

基本構想に係る規定における主務大臣に文部科学大臣を追加するものとする。（第

五十四条第一項及び第二項関係） 

 

② 国の援助及び情報提供の確保に関する規定の整備 

  一 国は、地方公共団体が移動等円滑化の促進に関する施策を円滑に実施することが

できるよう、地方公共団体に対し、助言、指導その他の必要な援助を行うよう努め

なければならないものとする。（第五十二条関係） 

  二 国は、移動等円滑化に関する情報提供の確保を行うに当たっては、生活の本拠の

周辺地域以外の場所における移動等円滑化が高齢者、障害者等の自立した日常生活

及び社会生活を確保する上で重要な役割を果たすことに鑑み、これらの者による観

光施設その他の施設の円滑な利用のために必要と認める用具の備付けその他のこれ

らの施設における移動等円滑化に関する措置に係る情報が適切に提供されるよう、

必要な措置を講ずるものとする。（第五十二条の三第二項関係） 

 

③ 高齢者障害者等用施設等の利用に関する規定の整備 

  一 この法律において「高齢者障害者等用施設等」とは、高齢者、障害者等が円滑に

利用することができる施設又は設備であって、主としてこれらの者の利用のために

設けられたものであることその他の理由により、これらの者の円滑な利用が確保さ

れるために適正な配慮が必要となるものとして主務省令で定めるものをいうもの

とする。（第二条第四号関係） 

  二 国及び国民の責務に、高齢者、障害者等の高齢者障害者等用施設等の円滑な利用

を確保する上で必要となる適正な配慮に係る規定を追加するものとする。     

（第四条第二項及び第七条関係） 

  三 施設設置管理者は、その管理等する新設旅客施設等、新設特定道路等、新設特定

路外駐車場、新設特定公園施設又は新築特別特定建築物における高齢者障害者等用

施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓

発活動を行うよう努めなければならないものとする。（第八条第七項、第十条第八

項、第十一条第六項、第十三条第七項及び第十四条第七項関係） 

 

④ 旅客特定車両停留施設に係る道路管理者の基準適合義務等の創設 

 一 この法律において「旅客特定車両停留施設」とは、道路法第二条第二項第八号に

規定する特定車両停留施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合

いその他の用に供するものをいうものとする。（第二条第十二号関係） 

 二 道路管理者は、旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該旅客

特定車両停留施設を道路移動等円滑化基準に適合させなければならないものとす
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るとともに、その管理する新設旅客特定車両停留施設を道路移動等円滑化基準に

適合するように維持しなければならないものとする。（第十条第一項及び第三項関

係） 

 三 道路管理者は、その管理する旅客特定車両停留施設（新設旅客特定車両停留施設

を除く。）について、道路移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ず

るよう努めなければならないものとする。（第十条第四項関係） 

 四 道路管理者は、その管理する旅客特定車両停留施設において、高齢者、障害者等

に対する誘導その他の支援、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動する

ために必要となる情報の提供及び移動等円滑化を図るために必要な職員の教育訓

練を行うよう努めなければならないものとする。（第十条第五項から第七項まで関

係） 

 

⑤ 一定規模以上の建築をしようとするときに建築物移動等円滑化基準適合義務の対象

となる「特別特定建築物」の範囲を拡大するものとする。（第二条第十九号関係） 

 

⑥ 公共交通事業者等及び道路管理者が講ずべき措置の拡充               

  一 新設旅客施設等又は新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関

する基準 

    １ 公共交通事業者等又は道路管理者は、新設旅客施設等又は新設旅客特定車両停

留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要な基準を遵

守しなければならないものとする。（第八条第二項及び第十条第三項関係） 

    ２ 公共交通事業者等又は道路管理者は、旅客施設等（新設旅客施設等を除く。）又

は旅客特定車両停留施設（新設旅客特定車両停留施設を除く。）を使用した役務の

提供の方法に関し移動等円滑化のために必要な基準を遵守するよう努めなければ

ならないものとする。（第八条第三項及び第十条第四項関係）     

    ３ 主務大臣は、新設旅客施設等を使用した役務の提供の方法について１の規定に

違反している事実があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、当該違反を

是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。（第

九条第三項関係） 

  二 高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎの円滑化 

    １ 公共交通事業者等又は道路管理者（旅客特定車両停留施設を管理する道路管理

者に限る。２において同じ。）は、高齢者、障害者等である旅客の乗継ぎを円滑に

行うため、他の公共交通事業者等その他の関係者と相互に協力して、移動等円滑

化のための措置を講ずるよう努めなければならないものとする。（第八条第八項

及び第十条第九項関係） 

    ２ 公共交通事業者等又は道路管理者が他の公共交通事業者等又は道路管理者に

対し１の措置に関する協議を求めたときは、当該他の公共交通事業者等又は道路

管理者は、当該措置により旅客施設又は旅客特定車両停留施設の有する機能に著
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しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の正当な理由がある場合を除き、これ

に応じなければならないものとする。（第八条第九項及び第十条第十項関係） 

  三 主務大臣は、③の三並びに⑥の一の１及び２に関する措置に関し、公共交通事業

者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。（第九条の二

第二号及び第六号関係） 

 

【施行日】 

・令和２年６月 19 日･･･①、② 

・令和３年４月１日･･･③、④、⑤、⑥ 
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(2)移動等円滑化の促進に関する基本方針の全部を改正する告示（令和２年国家公安委員

会・総務省・文部科学省・国土交通省告示第１号）の概要 

※あわせて、「改正バリアフリー基本方針本文」（別添②）及び「改正バリアフリー基

本方針新旧対照表」（別添③）をご参照ください。 

 

○移動等円滑化の促進に関する基本方針の全部を改正する告示（令和２年国家公安委員

会・総務省・文部科学省・国土交通省告示第１号） 

【改正の概要】（（※）は改正法関係） 

一 移動等円滑化の意義及び目標 

◎「高齢者、障害者等」の範囲 

「高齢者、障害者等」に、高齢者及び障害者（身体障害者のみならず知的・精神・発

達障害者を含む。）に加え、妊産婦等が含まれることを明確化 

 

二 施設設置管理者が講ずべき措置 （改正なし） 

 

三 移動等円滑化促進方針の指針 

◎ 移動等円滑化の促進の意義 

・ 作成等に関し住民提案を受けた市町村は、積極的な検討を行うべき旨を記載 

・ 市町村がバリアフリーマップ等を作成するにあたっては、高齢者、障害者等が利

用可能な施設に加え、経路の情報も盛り込むべきこと及び一元的な情報提供が重要

である旨を記載 

◎ 移動等円滑化に関する住民等の理解の増進及び協力の確保（※法第３条第２項第３

号ニ関係） 

・ 移動等円滑化促進方針において、「住民等の理解の増進及び協力の確保」に関する

事項として以下を記載する旨を記載 

① 「心のバリアフリー」の必要性、重要性等、移動等円滑化促進地区における移動

等円滑化に住民等の理解の増進及び協力の確保が果たす役割 

② 市町村、施設設置管理者、住民・利用者等、関係者の理解の増進及び協力の確保

に係る取組の具体的な内容 

・ 上記の事項について、移動等円滑化促進地区の移動等円滑化に資する取組であれ

ば、移動等円滑化促進地区外で行うものや、移動等円滑化促進地区の住民以外の者

を対象とすることが可能である旨を記載 
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四 基本構想の指針 

◎ 重点整備地区における移動等円滑化の意義 

 ・ 作成等に関し住民提案を受けた市町村は、積極的な検討を行うべき旨を記載【再

掲】 

・ 市町村がバリアフリーマップ等を作成するにあたっては、高齢者、障害者等が利用

可能な施設に加え、経路の情報も盛り込むべきこと及び一元的な情報提供が重要で

ある旨を追加。【再掲】 

・ 市町村がバリアフリーマップ等を作成するにあたっては、高齢者、障害者等が利用

可能な施設に加え、経路の情報も盛り込むべきこと及び一元的な情報提供が重要で

ある旨を追加。【再掲】 

◎ 教育啓発特定事業（※法第２条第 29 号及び法第 36 条の２関係） 

・ 重点整備地区の移動等円滑化に資する取組であれば、重点整備地区外で行うもの

や、重点整備地区の住民以外の者を対象とすることが可能である旨を記載 

・ 障害者総合支援法に基づき市町村が実施する地域生活支援事業（理解促進研修・

啓発事業）と連携して行うことが可能である旨を記載 

・ 学校と連携して行う教育啓発特定事業（法第２条第 29 号イ）については、基本構

想作成時に学校と事前に協議するとともに、特定事業計画作成時に学校の意見を十

分に聞くことが重要である旨を記載 

 

五 移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保（※法第３条第２項第５号

関係） 

◎ 心のバリアフリーの定義及び取組に当たっての留意事項 

移動等円滑化に関する「心のバリアフリー」の取組について、ユニバーサルデザイ

ン 2020 行動計画で示されたポイント（①「障害の社会モデル」を理解すること、②不

当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を行わないよう徹底すること、③多様な他

者とのコミュニケーション力を養い、困難や痛みを想像・共感する力を培うこと）を

踏まえて推進することが重要である旨を記載 

◎ 関係者の基本的な役割 

国、地方公共団体、施設設置管理者等、国民、それぞれの関係者の基本的な役割を

記載 

 

六 移動等円滑化に関する情報提供（※法第３条第２項第５号及び法第 52 条の３関係） 

◎ 移動等円滑化に関する情報提供の重要性 

移動経路又は移動手段や利用可能施設の選択に当たり、バリアフリーに関する情報

の取得が不可欠であるとともに、災害時における安全確保の観点からも情報提供に関

する環境整備が必要である旨を記載 
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◎ 観光施設に係る移動等円滑化に関する情報提供 

高齢者、障害者等が日常生活でなじみのない施設を利用しようとする際に、事前に

ハード・ソフト両面のバリアフリー情報を的確に把握できる環境整備が必要。このた

め、宿泊施設、飲食店等の観光施設について、用具の備付け、バリアフリー情報の提供

等の必要な措置を講じている施設を認定する仕組みを整備し、認定を受けた旨を外形

上わかりやすく表示することを可能とするとともに、さらに民間のネットワーク等を

活用しながら、バリアフリー情報が高齢者、障害者等のもとによりわかりやすい形で

提供されるよう十分配慮する旨を記載 

 

七 移動等円滑化促進施策に関する基本的な事項 

◎ 国の責務及び講ずべき措置（※法第 52 条関係） 

国は、バリアフリー教室の開催等の経験を活用し、移動等円滑化促進方針や基本構

想の作成手法や、地方公共団体が国に準じて移動等円滑化を促進するために必要な措

置を講ずるためのノウハウ等について、地方公共団体に対して、助言、指導その他の

必要な援助を行う旨を記載 
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国総安政第２０号 

令和２年６月１９日 

省内関係局長 殿 

各地方整備局長 殿 

各地方運輸局長 殿 

神戸運輸監理部長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

 

国土交通 省 

総合政策局長 

（公印省略） 

 

  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律

の一部施行後の移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成等について 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律

（令和２年法律第 28 号。以下「改正法」という。）の一部の施行については、令和

２年６月 19 日付け国総安政第 19 号をもって国土交通省総合政策局長より通知し

たところですが、あわせて、令和２年６月 19 日から施行された改正法に関連して、

基本構想に記載する特定事業の類型として追加された「教育啓発特定事業」の実施

にあたり参考となる情報や、移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成に係る各種

支援措置等を下記(1)から(7)のとおりまとめましたので、周知いたします。 

本省関係局長におかれましては関係事業者等へ、各地方整備局長におかれまし

ては管内の関係事業者等へ、各地方運輸局長（内閣府沖縄総合事務局長を含む。

以下同じ。）におかれましては管内の都道府県及び関係事業者等へ周知いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、各地方運輸局長におかれましては、管内の都道府県に情報提供を行う際

には、バリアフリー法第 24 条の２第９項（同法第 25 条第 10 項の規定において準

用する場合を含む。）において、移動等円滑化促進方針及び基本構想について、

市町村の求めに応じて広域的な見地から必要な助言その他の援助を行うことが都

道府県の責務として規定されていること等を踏まえ、本通知を踏まえて市町村に

必要な援助を行うとともに、各市町村に対しても、別添の通知に記載の内容を周

知するよう申し添えていただきますようお願いいたします。 

 

  

別添２ 
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【周知事項】  

(1)移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成について 

(2)移動等円滑化促進方針に記載すべき「移動等円滑化に関する住民の理解の増

進及び協力の確保」に関する事項の内容及び基本構想に「教育啓発特定事業」

を記載する場合の取組例 

(3)移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」に関する取組に活用可能な各種ハ

ンドブック等 

(4)移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成に係る財政措置等 

(5)「教育啓発特定事業」の実施に係る財政措置等 

(6)移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン追

補版（別添①） 

(7)移動等円滑化促進方針及び基本構想の提出方法（別添②） 

 

※なお、関係事業者等に関しては、上記の周知事項のうち(2)・(3)及び(6)が関係

事項となりますので、当該部分について周知いただきますようお願いいたしま

す。 
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記 

 

(1)移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成について 

移動等円滑化促進方針及び基本構想（以下「移動等円滑化促進方針等」という。）

は、地域における面的かつ一体的なバリアフリー化を促進するために市町村が計

画を作成する制度です。 

高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活における移動等の連続性を確保する

ため、バリアフリー法第 24 条の２及び第 25 条においては移動等円滑化促進方針

等の作成が市町村の努力義務として規定されていることから、未作成の市町村に

おいては、本通知を参考に移動等円滑化促進方針等の作成に努めていただくよう

お願いいたします。なお、既に基本構想を作成している市町村においても、既に

定められている重点整備地区の内外について、移動等円滑化促進方針の作成に努

めることとされています。 

また、移動等円滑化促進方針等については、バリアフリー法第 24 条の３及び第

25 条の２の規定により、おおむね５年ごとに地区内の移動等円滑化の状況につい

て調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要に応じて見直すこととさ

れています。このスパイラルアップのプロセスを通じ、既存の移動等円滑化促進

方針等の内容をより充実したものとするとともに、未作成の移動等円滑化促進方

針又は基本構想の作成に着手するようお願いいたします。 

なお、移動等円滑化促進方針及び基本構想を一の計画として一体的に作成する

ことも可能ですので、地域の実情に応じて作成を進めていただくようお願いいた

します。 

さらに、バリアフリー法第 24 条の５及び第 27 条において、施設設置管理者等

や高齢者、障害者等の住民は、市町村に対して移動等円滑化促進方針等の作成又

は変更を提案することができることとされています。移動等円滑化の促進に関す

る基本方針（令和２年国家公安委員会・総務省・文部科学省・国土交通省告示第

１号）の三１（２）⑤及び四１（３）⑥において、移動等円滑化促進方針等につ

いて「作成等に係る提案制度が積極的に活用されるよう環境の整備に努めるとと

もに、当該提案を受けた際には、（中略）作成等の必要性を判断する機会と捉え、

（中略）作成等について積極的な検討を行うことが求められる。」とされている

ことから、各市町村においては、移動等円滑化促進方針等の作成等に係る提案を

受理するための窓口設置に努めるとともに、実際に提案を受けた場合には、その

内容だけでなく提案に至る背景についても十分に確認し、高齢者、障害者等の日

常生活及び社会生活における社会的障壁の除去に向けた積極的な検討に努めてい

ただくようお願いいたします。 

なお、提案を受け検討した結果、移動等円滑化促進方針等の作成等を行わない

場合でも、地域のニーズに対して必要な説明責任を果たすため、法第 24 条の５

第２項及び第 27 条第２項に基づきその理由を公表する必要があります。 
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(2)移動等円滑化促進方針に記載すべき「移動等円滑化に関する住民の理解の増進及

び協力の確保」に関する事項の内容及び基本構想に「教育啓発特定事業」を記載す

る場合の取組例 

移動等円滑化促進方針及び基本構想に関し、今般の改正法により、移動等円滑

化促進方針については記載事項に「移動等円滑化に関する住民の理解の増進及び

協力の確保」が追加され、基本構想については記載する特定事業の類型として「教

育啓発特定事業」が追加されました。 

 

１ 移動等円滑化促進方針に記載すべき「移動等円滑化に関する住民の理解の増進及

び協力の確保」に関する事項の内容 

  移動等円滑化促進方針においては、今般の改正法により「移動等円滑化の促進に

関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動等円滑化の実施に関するこれらの

者の協力の確保に関する事項」について定めることとなりました。 

  記載すべき内容は概ね以下のとおりですが、詳細は基本方針をご確認ください。 

① 移動等円滑化促進地区における移動等円滑化に住民その他の関係者の理解の増

進及び協力の確保が果たす役割に関し、以下を記載することが望ましいです。 

・移動等円滑化促進地区の面的なバリアフリー化の実現のための住民その他の

関係者の理解及び協力の必要性 

・市町村や施設設置管理者等が、児童、生徒等への教育活動や、住民、職員等に

対する啓発活動等を行うことの重要性 

② 住民その他の関係者の理解の増進及び協力の確保に関する関係者の取組につい

て、以下のように、関係者ごとに、可能な限り具体的に記載することが望ましい

です。なお、移動等円滑化促進地区の移動等円滑化に資する取組であれば、当該

地区外で行うものや、生活関連施設の職員や通勤者等当該地区の住民以外の者

を対象としたものを記載することが可能です。 

（ア）児童、生徒等に対するバリアフリー教室や住民向けのバリアフリーに関

するセミナーの開催等、住民その他の関係者の理解の増進及び協力の確

保に関する市町村の取組の内容 

     （イ）施設や車両等の利用者に対する優先席、車椅子使用者用駐車施設等の利

用に係る適正な配慮についての啓発活動の実施等、住民その他の関係者

の理解の増進及び協力の確保に関する施設設置管理者の取組の内容 

     （ウ）バリアフリー教室への参加等、住民並びに施設及び車両等の利用者等の

取組の内容 

＜留意事項＞ 

改正法第１条の規定の施行（令和２年６月 19 日）の際現に改正前の高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第 24 条の２第１項の規定により定め

られている移動等円滑化促進方針には、当該移動等円滑化促進方針が令和２年６月

19 日以後最初に変更されるまでの間は、上記１①及び②の内容を定めないことが



 

5 
 

できます。（改正法附則第２条第１項） 

 

２ 基本構想に「教育啓発特定事業」を記載する場合の取組例 

 今般の改正法により創設された「教育啓発特定事業」には以下の二類型が存在し、

事業の実施主体はいずれも市町村又は施設設置管理者です。なお、施設設置管理者

には、公共交通事業者等のみならず、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理

者等及び建築主等が含まれることから、例えば、重点整備地区内に事務所や施設を

有する企業等が実施する取組を教育啓発特定事業として記載することも可能です。 

 また、教育啓発特定事業については、重点整備地区の移動等円滑化に資する取組

であれば、当該地区外で行うものや、生活関連施設の職員や通勤者等当該地区の住

民以外の者を対象としたものを記載することが可能です。 

 

① イ号事業（法第２条第 29 号イ） 

  移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と

連携して行う教育活動の実施に関する事業 

＜想定される内容＞ 

・学校の場を活用した市町村等によるバリアフリー教室（障害当事者によるセミナ

ーや車椅子サポート体験、高齢者疑似体験等）の開催 

・旅客施設等におけるバリアフリー教室の開催              等 

＜留意事項＞ 

教育啓発特定事業のうちイ号事業を基本構想に記載するにあたっては、学校の

教育活動との調和や、教職員への過大な業務負担の防止を図るため、事業主体の

みならず、連携対象である学校と十分に事前に協議することが重要です。 

また、事業の実施計画である教育啓発特定事業計画を事業主体が定めようとす

る場合も、関係する市町村及び施設設置管理者に加え、学校の意見を聴かなけれ

ばならないことが、法第 36 条の２第３項において規定されています。 

 

② ロ号事業（法第２条第 29 号ロ）  

  移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円

滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に

関する事業（イに掲げる事業を除く。） 

＜想定される内容＞ 

・障害当事者を講師とした住民向けバリアフリー講演会やセミナーの開催 

・公共交通事業者等の従業員を対象とした接遇研修の実施         

・優先席や車椅子使用者用駐車施設の適正利用に関するポスターの掲示  等 
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(3)移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」に関する取組に活用可能な各種ハンド

ブック等 

 「心のバリアフリー」に関し、国土交通省では下記のようなハンドブックやガ

イドラインを発行しています。 

移動等円滑化促進方針において「移動等円滑化に関する住民の理解の増進及び

協力の確保」に関する事項を記載する際、基本構想において「教育啓発特定事業」

を位置付ける際又は実際に取組を行う際には、これらのハンドブック等をぜひご

活用ください。 
  

・障害ってどこにあるの？こころと社会のバリアフリーハンドブック 

 http://www.mlit.go.jp/common/001250069.pdf  

 （教師用解説書） 

 http://www.mlit.go.jp/common/001250068.pdf  

・発達障害、知的障害、精神障害のある方とのコミュニケーションハンドブック 

 http://www.mlit.go.jp/common/001130223.pdf 

・公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000

143.html  

・交通事業者向け接遇研修モデルプログラム 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_00

0176.html 

・観光関係者向け「高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュ

アル」（ホテル/旅館等） 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000352.html 
 

以上に挙げたものの他にも、国土交通省ホームページ上に各種キャンペーンに

関するポスター等を掲載しております。 

（国土交通省総合政策局安心生活政策課ホームページ） 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_00001

1.html  

 

(4)移動等円滑化促進方針及び基本構想の作成に係る財政措置等 

国土交通省では、地域公共交通バリアフリー化調査事業として、移動等円滑化

促進方針及び基本構想（以下「移動等円滑化促進方針等」という。）の作成に係

る経費の支援を行っており、移動等円滑化促進方針等の作成及び見直しにあたっ

て活用いただくことが可能です。特に、基本構想の作成に係る支援措置は令和２

年度から新設されたものであり、教育啓発特定事業と公共交通特定事業を定め、

ハード・ソフト一体的なバリアフリー化を目指す基本構想について補助を行うこ

ととしております。 
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地域公共交通バリアフリー化調査事業に係る交付要綱及び実施要領については

以下のウェブサイトに掲載しております。 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000041.h

tml 

   なお、移動等円滑化促進方針等の作成に要する経費については、普通交付税措

置が講じられております。 

 

 (5)「教育啓発特定事業」の実施に係る財政措置等 

各市町村においては、積極的に教育啓発特定事業を記載した基本構想を作成し、

事業を実施いただくようお願いします。 

なお、当該事業の実施に要する経費については、今年度より普通交付税措置が

講じられることとなっております。 

また、教育啓発特定事業については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 77 条第１項第１号の規定に

基づく地域生活支援事業（理解促進研修・啓発事業）として市町村が開催する障

害者の理解を深めるための教室や講演会等に対する厚生労働省の支援スキームを

活用することが可能です。 

 

(6)移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン追補版 

国土交通省では、移動等円滑化促進方針や基本構想を作成しようとする場合に、

参考となるガイドラインを作成しています。今般、改正法により強化された移動

等円滑化に関する「心のバリアフリー」の記載事例等を盛り込んだガイドライン

の追補版を新たに作成しましたので、ガイドライン本体と合わせて別添①をご参

照ください。 

・移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_00

0012.html  

 

(7)移動等円滑化促進方針及び基本構想の提出方法 

市町村が移動等円滑化促進方針又は基本構想を作成した場合は、遅滞なく公表

するとともに、主務大臣、都道府県、関係する施設設置管理者及び公安委員会に

送付する必要があります。 

主務大臣への提出方法の詳細については、別添②をご参照ください。なお、こ

の提出方法については以下のウェブサイトにも掲載しております。 

・移動等円滑化促進方針・基本構想の提出手続き 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_fr_00

0029.html  

都道府県におかれましては、各都道府県への提出方法について、各都道府県の

ウェブサイト等に掲載する等の方法により、管内の市町村へ周知をお願いします。 





高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄） 
 

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ 日 

衆議院国土交通委員会 

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏

なきを期すべきである。 

 

 

三 インクルーシブ教育の推進及び災害時の避難所として利用する必要性から、

設置主体の別、規模を問わず、高校、大学も含めた全ての学校施設のバリアフ

リー整備を推進すること。 

 

四 公立の小中学校が災害時の避難所になっているケースが多いことに鑑み、

既設であっても、数値目標を示し、そのような施設のバリアフリー化を積極的

に進めること。また、既設の公立小中学校のバリアフリー化に対する財政支援

を充実すること。 
 

 

 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄） 
 

令和２年５月 12 日 

参議院国土交通委員会 

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用

に万全を期すべきである。 

 

 

四 インクルーシブ教育の推進及び災害時の避難所として利用する必要性から、

設置主体の別、規模を問わず、高校、大学も含めた全ての学校施設のバリアフ

リー整備を推進すること。 

 

五 公立の小中学校が災害時の避難所になっているケースが多いことに鑑み、

既設であっても、数値目標を示し、そのような施設のバリアフリー化を積極的

に進めること。また、既設の公立小中学校のバリアフリー化に対する財政支援

を充実すること。 
 

別添３ 





学校施設のバリアフリー化に係る国庫補助事業の概要 

 

 

公立学校施設 

【公立学校施設整備費負担金】【学校施設環境改善交付金】 

新増改築事業 

１．対象 

公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校、幼稚園 

２．算定割合 

新築・増築：負担割合 １／２ （幼稚園の場合は１／３） 

改築：算定割合１／３ 

３．工事内容 

公立学校施設を新築、増築、改築するに伴いバリアフリー化する場合に合わせて補助対象 

 

【学校施設環境改善交付金】 

大規模改造事業（障害児等対策） 

１．対象 

公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校、幼稚園 

２．算定割合 

１／３ 

３．工事内容 

エレベータ、自動ドア、スロープ等を設置する工事等のバリアフリー化のための工事 

 

国立学校施設 

【国立大学法人施設整備費補助金】 

【国立大学法人先端研究等施設整備費補助金】 

【独立行政法人国立高等専門学校機構施設整備費補助金】 

１．対 象 

  各国立大学法人（附属学校を含む） 

  各大学共同利用機関法人 

  各国立高等専門学校 

２．補助率 

  定 額 

 

私立学校施設 

【私立学校施設整備費補助金】 

１．対象 

私立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校、短期大

学、大学、専修学校（専門課程及び高等課程に限り、一般課程を除く） 

２．補助率 

小学校～高等学校等、専修学校（高等課程）  １／３以内 

高等専門学校～大学等、専修学校（専門課程） １／２以内 

３．工事内容 

「建築物移動等円滑化基準」を満たすために実施するエレベータ、自動ドア、スロープ等

の設置等のバリアフリー化工事 

別添４ 


